
議
事
日
程
第
一
号

令
和
七
年
九
月
八
日
（
月
曜
日
）

午
前
十
時
開
会

第

一
、
会
議
録
署
名
員
決
定
の
件

第

二
、
会
期
決
定
の
件

第

三
、
知
事
の
説
明

第

四
、
予
算
特
別
委
員
会
へ
の
議
案
付
託
の
件

第

五
、
議
員
派
遣
の
件

本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

議
事
日
程
に
同
じ

午
前
十
時
開
会

本
日
の
出
席
議
員

四
十
名

一

番

佐

藤

光

子

二

番

福

田

博

之

三

番

山

形

健

二

四

番

川

邉

隼
之
介

五

番

高

橋

健

六

番

武

内

伸

文

七

番

小
棚
木

政

之

八

番

髙

橋

豪

九

番

瓜

生

望

十

番

松

田

豊

臣

十

一

番

加
賀
屋

千
鶴
子

十

二

番

櫻

田

憂

子

十

三

番

佐

藤

正
一
郎

十

四

番

島

田

薫

十

五

番

宇
佐
見

康

人

十

六

番

住

谷

達

十

七

番

児

玉

政

明

十

八

番

小

山

緑

郎

十

九

番

小

野

一

彦

二

十

番

加

藤

麻

里

二
十
一
番

薄

井

司

二
十
二
番

三

浦

茂

人

二
十
三
番

鈴

木

真

実

二
十
四
番

佐
々
木

雄

太

二
十
五
番

杉

本

俊
比
古

二
十
六
番

佐

藤

信

喜

二
十
八
番

髙

橋

武

浩

二
十
九
番

小

原

正

晃

三

十

番

渡

部

英

治

三
十
一
番

北

林

丈

正

三
十
二
番

竹

下

博

英

三
十
三
番

原

幸

子

三
十
四
番

工

藤

嘉

範

三
十
五
番

加

藤

鉱

一

三
十
六
番

石

田

寛

三
十
七
番

三

浦

英

一

三
十
八
番

柴

田

正

敏

三
十
九
番

川

口

一

四

十

番

鶴

田

有

司

四
十
一
番

鈴

木

洋

一

本
日
の
欠
席
議
員

一

名

二
十
七
番

今

川

雄

策

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
に
よ
る
出
席
者

知

事

鈴

木

健

太

副

知

事

神

部

秀

行

副

知

事

谷

剛

史

総

務

部

長

伊

藤

政

仁

総
務
部
危
機
管
理
監(

兼)

萩

原

尚

人

広

報

監

企

画

振

興

部

長

笠

井

潤

あ
き
た
未
来
創
造
部
長

橋

本

秀

樹

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長

岡

部

研

一

健

康

福

祉

部

長

石

井

正

人

生

活

環

境

部

長

信

田

真

弓



農

林

水

産

部

長

藤

村

幸
司
朗

産

業

労

働

部

長

佐

藤

功

一

建

設

部

長

小

野

潔

会
計
管
理
者
（
兼
）

小

熊

新

也

出

納

局

長

財

政

課

長

樋

口

和

彦

教
育
委
員
会
教
育
長

安

田

浩

幸

警

察

本

部

長

小

林

稔

公
安
委
員
会
委
員
長

藤

田

貴

子

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

こ
れ
よ
り
令
和
七
年
第
二
回
定
例
会
を
開
会
い
た
し
ま

す
。本

日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。

諸
般
の
報
告
は
、
お
手
元
の
議
長
報
告
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
の
で
、
朗
読
を
省

略
い
た
し
ま
す
。

議

長

報

告

（
朗
読
省
略
）

一
、
九
月
八
日
、
知
事
か
ら
次
の
議
案
等
が
提
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
記
載
の
と
お
り
そ

れ
ぞ
れ
関
係
委
員
会
に
付
託
し
た
。

（
付
託
委
員
会
）

議
案
第
一
六
七
号

令
和
七
年
度
秋
田
県
一
般
会
計
補
正

(1)

予
算
（
第
三
号
）

議
案
第
一
六
八
号

令
和
七
年
度
秋
田
県
港
湾
整
備
事
業

(2)

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

議
案
第
一
六
九
号

令
和
七
年
度
秋
田
県
電
気
事
業
会
計

(3)

補
正
予
算
（
第
二
号
）

議
案
第
一
七
〇
号

秋
田
県
土
地
利
用
審
査
会
の
委
員
の

(4)

任
命
に
つ
い
て

議
案
第
一
七
一
号

秋
田
県
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正

総
務
企
画
委
員
会

(5)

す
る
条
例
案

議
案
第
一
七
二
号

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
及
び

同

(6)

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

議
案
第
一
七
三
号

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の

同

(7)

報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

議
案
第
一
七
四
号

秋
田
県
議
会
議
員
及
び
秋
田
県
知
事

同

(8)

の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
案

議
案
第
一
七
五
号

秋
田
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
条

同

(9)

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

議
案
第
一
七
六
号

秋
田
県
社
会
福
祉
審
議
会
条
例
の
一

教
育
公
安
委
員
会

(10)

部
を
改
正
す
る
条
例
案

議
案
第
一
七
七
号

警
察
官
等
の
被
服
及
び
装
備
品
に
関

同

(11)

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

案

議
案
第
一
七
八
号

交
通
事
故
に
係
る
和
解
に
つ
い
て

総
務
企
画
委
員
会

(12)

議
案
第
一
七
九
号

あ
っ
せ
ん
の
申
立
て
に
つ
い
て

同

(13)

議
案
第
一
八
〇
号

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

同

(14)

議
案
第
一
八
一
号

市
の
境
界
変
更
に
つ
い
て

同

(15)

議
案
第
一
八
二
号

交
通
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

農
林
水
産
委
員
会

(16)

償
に
つ
い
て



議
案
第
一
八
三
号

令
和
六
年
度
秋
田
県
公
営
企
業
会
計

産
業
観
光
委
員
会

(17)

未
処
分
利
益
剰
余
金
の
処
分
に
つ
い

て

議
案
第
一
八
四
号

令
和
六
年
度
秋
田
県
公
営
企
業
会
計

建

設

委

員

会

(18)

未
処
分
利
益
剰
余
金
の
処
分
に
つ
い

て

議
案
第
一
八
五
号

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

同

(19)

議
案
第
一
八
六
号

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

同

(20)

議
案
第
一
八
七
号

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

同

(21)

議
案
第
一
八
八
号

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

同

(22)

議
案
第
一
八
九
号

工
事
請
負
変
更
契
約
の
締
結
に
つ
い

同

(23)

て

議
案
第
一
九
〇
号

工
事
請
負
変
更
契
約
の
締
結
に
つ
い

同

(24)

て

議
案
第
一
九
一
号

工
事
請
負
変
更
契
約
の
締
結
に
つ
い

同

(25)

て

議
案
第
一
九
二
号

工
事
請
負
変
更
契
約
の
締
結
に
つ
い

同

(26)

て

議
案
第
一
九
三
号

工
事
請
負
変
更
契
約
の
締
結
に
つ
い

同

(27)

て

議
案
第
一
九
四
号

財
産
の
取
得
の
変
更
に
つ
い
て

同

(28)

議
案
第
一
九
五
号

交
通
事
故
に
係
る
和
解
に
つ
い
て

教
育
公
安
委
員
会

(29)

議
案
第
一
九
六
号

交
通
事
故
に
係
る
和
解
に
つ
い
て

同

(30)

議
案
第
一
九
七
号

交
通
事
故
に
係
る
和
解
に
つ
い
て

同

(31)

認
定
第

一
号

令
和
六
年
度
秋
田
県
公
営
企
業
会
計

産
業
観
光
委
員
会

(32)

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

認
定
第

二
号

令
和
六
年
度
秋
田
県
公
営
企
業
会
計

建

設

委

員

会

(33)

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

報
告
第

五
八
号

令
和
六
年
度
秋
田
県
継
続
費
繰
越
計

(34)

算
書
の
報
告

報
告
第

五
九
号

令
和
六
年
度
秋
田
県
繰
越
明
許
費
繰

(35)

越
計
算
書
の
報
告

報
告
第

六
〇
号

令
和
六
年
度
秋
田
県
事
故
繰
越
し
繰

(36)

越
計
算
書
の
報
告

報
告
第

六
一
号

内
部
統
制
評
価
報
告
書
の
提
出
に
つ

(37)

い
て

報
告
第

六
二
号

公
社
等
の
経
営
状
況
を
説
明
す
る
書

(38)

類
の
提
出
に
つ
い
て

報
告
第

六
三
号

公
立
大
学
法
人
国
際
教
養
大
学
の
業

(39)

務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
結
果
の
報

告

報
告
第

六
四
号

物
損
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(40)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

六
五
号

物
損
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(41)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

六
六
号

地
方
独
立
行
政
法
人
秋
田
県
立
療
育

(42)

機
構
の
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価

結
果
の
報
告

報
告
第

六
七
号

地
方
独
立
行
政
法
人
秋
田
県
立
病
院

(43)

機
構
の
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価

結
果
の
報
告

報
告
第

六
八
号

令
和
六
年
度
秋
田
県
電
気
事
業
会
計

(44)

の
継
続
費
の
精
算
報
告

報
告
第

六
九
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(45)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

七
〇
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(46)



償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

七
一
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(47)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

七
二
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(48)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

七
三
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(49)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

七
四
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(50)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

七
五
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(51)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

七
六
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(52)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

七
七
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(53)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

七
八
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(54)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

七
九
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(55)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

八
〇
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(56)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

八
一
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(57)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

八
二
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(58)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

八
三
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(59)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

八
四
号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(60)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

八
五
号

物
損
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(61)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

八
六
号

物
損
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(62)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

八
七
号

物
損
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(63)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

八
八
号

交
通
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(64)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

八
九
号

物
損
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(65)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

九
〇
号

物
損
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(66)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

九
一
号

物
損
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠

(67)

償
の
専
決
処
分
報
告

報
告
第

九
二
号

警
察
官
採
用
試
験
問
題
の
誤
使
用
に

(68)

係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
専
決
処

分
報
告

報
告
第

九
三
号

運
転
免
許
証
再
交
付
手
続
の
説
明
の

(69)

瑕
疵
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の

専
決
処
分
報
告

総

務

企

画

委

員

会

九
件

農

林

水

産

委

員

会

一
件

産

業

観

光

委

員

会

二
件

建

設

委

員

会

十
二
件

教

育

公

安

委

員

会

五
件

一
、
議
長
が
受
理
し
た
陳
情
書
は
、
別
紙
陳
情
文
書
表
（
第
一
号
）
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
議
長
が
議
員
の
派
遣
を
決
定
し
た
も
の
は
、
別
紙
「
議
員
派
遣
一
覧
（
議
長
決



定
）
」
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
議
員
の
派
遣
に
関
す
る
依
頼
の
あ
っ
た
も
の
は
、
別
紙
「
議
員
派
遣
一
覧
」
の
と

お
り
で
あ
る
。

一
、
七
月
四
日
、
監
査
委
員
か
ら
例
月
出
納
検
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
が
あ
り
、
同

日
、
各
議
員
に
配
付
し
た
。

一
、
七
月
三
十
一
日
、
監
査
委
員
か
ら
例
月
出
納
検
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
が
あ
り
、

同
日
、
各
議
員
に
配
付
し
た
。

一
、
九
月
一
日
、
監
査
委
員
か
ら
例
月
出
納
検
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
が
あ
り
、
同

日
、
各
議
員
に
配
付
し
た
。

一
、
九
月
五
日
、
監
査
委
員
か
ら
令
和
六
年
度
の
公
営
企
業
会
計
に
関
す
る
監
査
結
果

の
報
告
が
あ
り
、
同
日
、
各
議
員
に
配
付
し
た
。

【
令
和
七
年
第
二
回
定
例
会
（
九
月
議
会
）
陳
情
文
書
表

（
第
一
号
）
は
巻
末
に
登
載
】

一

第
四
十
四
回
秋
田
県
私
学
振
興
大
会

派
遣
の
目
的

第
四
十
四
回
秋
田
県
私
学
振
興
大
会
に
出
席
の
た
め

(1)
派
遣
期
間

令
和
七
年
十
月
一
日
（
水
）

(2)
派
遣
地

秋
田
市

(3)
派
遣
議
員

髙
橋
豪
議
員
（
総
務
企
画
委
員
長
）
、

(4)

瓜
生
望
議
員
（
教
育
公
安
委
員
長
）

例
月
出
納
検
査
報
告
書

登
載
省
略

監
査
報
告
書

登
載
省
略

【
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）
起
立
】

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

こ
の
た
び
の
私
の
海
外
出
張
に
つ
き
ま
し
て
、
一
言
御

報
告
と
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

去
る
八
月
十
七
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
の
五
日
間
の
日
程
で
、
知
事
、
県
内
八
市

町
村
長
、
経
済
団
体
や
金
融
機
関
の
関
係
者
な
ど
約
四
十
名
と
共
に
台
湾
を
訪
問
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。
現
地
に
お
い
て
は
、
本
県
へ
の
観
光
客
の
誘
客
促
進
や
県
産
食

品
等
の
海
外
販
路
拡
大
の
た
め
、
知
事
と
共
に
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
を
行
っ
て
ま
い
り

ま
し
た
。

こ
の
た
び
の
訪
問
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
議
員
各
位
の
格
別
の
御
理
解
と
御
高
配

を
賜
り
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

簡
単
で
は
あ
り
ま
す
が
、
以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

【
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）
着
席
】

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

次
に
、
新
任
者
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。
藤
田
貴
子
公
安

委
員
会
委
員
長
。

【
公
安
委
員
会
委
員
長
（
藤
田
貴
子
君
）
議
場
中
央
に
進
み
一
礼
、
「
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。
」
と
述
ぶ
】
（
拍
手
）

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

以
上
で
紹
介
を
終
わ
り
ま
す
。

日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
員
決
定
の
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
し
ま
す
。
会
議
録
署
名
員
に
は
、
十
六
番
住
谷
達
議
員
、
三
番
山
形
健
二

議
員
、
一
番
佐
藤
光
子
議
員
、
以
上
の
三
名
に
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御

異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
、
そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し

ま
す
。

次
に
、
日
程
第
二
、
会
期
決
定
の
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
し
ま
す
。
本
定
例
会
の
会
期
は
、
本
日
か
ら
十
二
月
十
九
日
ま
で
の
百
三

日
間
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
、
そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し

ま
す
。



次
に
、
日
程
第
三
、
知
事
の
説
明
を
行
い
ま
す
。
知
事
の
発
言
を
許
し
ま
す
。

【
知
事
（
鈴
木
健
太
君
）
登
壇
】

●
知
事
（
鈴
木
健
太
君
）

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
議
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
補
正
予
算
案
及
び
そ
の
他
の
案
件
に
つ
い
て
御
審
議

を
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
提
出
議
案
の
説
明
に
先
立
ち
、
諸
般
の
報
告

を
申
し
上
げ
ま
す
。

は
じ
め
に
、
大
雨
に
よ
る
被
害
状
況
等
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

県
内
で
は
、
先
月
上
旬
か
ら
今
月
に
か
け
て
、
前
線
の
影
響
な
ど
に
よ
り
記
録
的

な
大
雨
が
相
次
ぎ
、
住
家
の
浸
水
や
農
地
の
冠
水
、
鉄
道
の
運
休
な
ど
が
発
生
し
ま

し
た
。

県
で
は
、
河
川
が
氾
濫
し
、
被
害
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
の
あ
っ
た
仙
北
市
、
五
城

目
町
、
上
小
阿
仁
村
に
対
し
、
災
害
救
助
法
を
直
ち
に
適
用
す
る
な
ど
、
被
災
者
の

支
援
を
最
優
先
に
迅
速
な
対
応
に
努
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

被
害
に
遭
わ
れ
た
皆
様
に
対
し
ま
し
て
、
心
よ
り
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

現
在
、
県
内
各
地
の
被
害
額
に
つ
い
て
調
査
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
早

急
に
関
連
予
算
を
編
成
の
上
、
国
や
市
町
村
と
連
携
し
な
が
ら
、
被
災
さ
れ
た
方
々

の
生
活
や
事
業
の
再
建
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
被
害
の
あ
っ
た
道
路
、
河
川
、
農

地
等
の
早
期
復
旧
に
向
け
、
全
力
で
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

次
に
、
国
政
を
巡
る
情
勢
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

七
月
二
十
日
に
行
わ
れ
た
参
議
院
議
員
選
挙
の
結
果
、
衆
参
両
院
に
お
い
て
、
自

民
、
公
明
両
党
の
議
席
数
が
過
半
数
を
割
り
込
む
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
物
価
高
へ

の
対
応
な
ど
与
党
の
政
権
運
営
に
対
す
る
厳
し
い
民
意
の
表
れ
と
受
け
止
め
て
お
り

ま
す
。

今
回
の
選
挙
で
は
、
既
成
政
党
離
れ
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
鮮
明
と
な
り
、
い
わ
ゆ

る
「
自
民
一
強
」
か
ら
「
多
党
化
」
へ
の
流
れ
が
よ
り
顕
著
と
な
り
ま
し
た
。
国
民

一
人
一
人
の
多
様
な
価
値
観
や
意
見
が
反
映
さ
れ
た
一
方
で
、
重
要
政
策
の
円
滑
な

立
案
と
遂
行
に
向
け
て
、
与
野
党
間
の
調
整
が
大
き
な
課
題
に
な
る
も
の
と
認
識
し

て
お
り
ま
す
。

こ
う
し
た
中
、
昨
日
、
石
破
総
理
が
自
民
党
総
裁
を
辞
任
す
る
意
向
を
表
明
し
ま

し
た
。
今
後
、
党
内
の
手
続
を
経
て
次
期
総
裁
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、

国
政
の
重
要
課
題
へ
の
対
応
が
停
滞
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
万
全
を
尽
く
す
と
と
も

に
、
我
が
国
の
発
展
を
下
支
え
し
て
き
た
地
方
を
大
切
に
す
る
姿
勢
を
引
き
続
き
重

視
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

特
に
、
い
わ
ゆ
る
「
ガ
ソ
リ
ン
の
暫
定
税
率
」
の
廃
止
等
に
つ
い
て
は
、
地
方
の

減
収
を
補
填
す
る
代
替
の
恒
久
財
源
を
措
置
す
る
な
ど
、
物
価
高
騰
に
伴
う
国
民
負

担
の
軽
減
と
、
地
方
に
お
け
る
安
定
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
を
両
立
さ
せ
る
た

め
の
丁
寧
な
議
論
が
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。

国
会
に
お
い
て
は
、
地
方
の
活
性
化
が
、
我
が
国
全
体
の
持
続
的
な
発
展
に
向
け

て
、
地
方
の
み
な
ら
ず
、
国
に
も
課
せ
ら
れ
た
重
大
な
使
命
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に

踏
ま
え
な
が
ら
、
政
党
の
垣
根
を
越
え
、
地
方
の
目
線
に
立
っ
た
実
効
性
の
あ
る
議

論
を
尽
く
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
全
国
知
事
会
議
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

七
月
二
十
三
日
か
ら
二
日
間
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
た
全
国
知
事
会
議
で
は
、
今
年

六
月
に
基
本
構
想
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
地
方
創
生
二
・
〇
」
に
関
す
る
取
組
の
充

実
・
強
化
に
向
け
、
熱
の
こ
も
っ
た
討
議
が
重
ね
ら
れ
ま
し
た
。

私
は
、
こ
の
会
議
に
初
め
て
出
席
し
、
カ
ー
ボ
ン
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
の
拡
充
な
ど
、

我
が
国
全
体
の
脱
炭
素
化
に
大
き
く
貢
献
す
る
取
組
を
進
め
る
地
方
に
対
し
、
十
分

な
利
益
が
還
元
さ
れ
る
仕
組
み
を
国
と
し
て
構
築
す
る
よ
う
意
見
を
述
べ
た
ほ
か
、

持
続
可
能
な
イ
ン
フ
ラ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
議
論
を
交
わ
し
て
ま

い
り
ま
し
た
。

全
国
知
事
会
は
、
近
年
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
に
係
る
国
と

の
協
議
等
を
通
じ
て
、
「
結
果
を
残
す
知
事
会
」
と
し
て
存
在
感
を
高
め
て
お
り
ま

す
。
今
後
も
、
地
方
創
生
の
実
現
と
、
本
県
が
抱
え
る
課
題
の
解
決
に
向
け
て
、
積

極
的
な
発
言
に
努
め
な
が
ら
、
他
県
の
知
事
と
の
連
携
を
一
層
深
め
て
ま
い
り
ま
す
。

次
に
、
最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

先
月
二
十
五
日
、
国
の
秋
田
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
は
、
本
県
の
最
低
賃
金
に
つ



い
て
、
国
が
示
し
た
目
安
を
超
え
る
八
十
円
の
引
上
げ
を
行
う
よ
う
答
申
し
ま
し
た
。

答
申
ど
お
り
に
引
上
げ
が
決
定
さ
れ
た
場
合
、
来
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
さ

れ
る
本
県
の
最
低
賃
金
は
、
全
国
最
下
位
を
脱
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

一
方
で
、
今
回
の
引
上
げ
は
、
使
用
者
側
の
大
き
な
負
担
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
大
幅
な
賃
金
の
引
上
げ
を
行
う
県
内
中
小
企
業
等
に
対
し
、
緊
急
的
な
支

援
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
速
や
か
に
検
討
し
て
ま

い
り
ま
す
。

な
お
、
最
低
賃
金
の
動
向
は
、
若
者
の
社
会
動
態
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
近
年
、
地
域
間
の
上
積
み
競
争
が
過
熱
す
る
な
ど
、
制
度
の
本
質
と

は
か
け
離
れ
た
実
態
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
経
済
実
態
に
応
じ
た
地
域
区
分
ご
と
に
同
一
の
最
低
賃
金

を
適
用
す
る
な
ど
抜
本
的
な
制
度
改
正
を
早
急
に
講
じ
る
と
と
も
に
、
生
産
性
の
向

上
や
競
争
力
の
強
化
な
ど
、
賃
金
の
引
上
げ
に
向
け
た
環
境
づ
く
り
に
取
り
組
む
中

小
企
業
等
へ
の
支
援
の
強
化
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
、
国
に
働
き
か
け
て
ま
い
り
ま

す
。次

に
、
洋
上
風
力
発
電
事
業
者
の
撤
退
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

先
月
二
十
九
日
に
、
「
能
代
市
、
三
種
町
、
男
鹿
市
沖
」
と
「
由
利
本
荘
市
沖
」

の
二
海
域
の
発
電
事
業
者
か
ら
、
実
行
可
能
な
事
業
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
洋
上
風
力
発
電
の
開
発
を
取
り
や
め
る
旨
の
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。

洋
上
風
力
発
電
の
導
入
を
契
機
と
し
て
、
本
県
の
発
展
に
向
け
た
様
々
な
取
組
を

官
民
挙
げ
て
進
め
て
き
た
中
、
こ
の
た
び
の
撤
退
は
極
め
て
遺
憾
で
あ
り
、
発
電
事

業
者
に
対
し
、
関
連
産
業
へ
の
参
入
に
挑
戦
し
て
き
た
県
内
企
業
等
へ
の
社
会
的
責

任
を
十
分
に
果
た
す
と
と
も
に
、
現
在
実
施
中
の
地
域
共
生
策
の
継
続
は
も
と
よ
り
、

本
県
が
抱
え
る
課
題
の
解
決
に
向
け
て
、
共
に
取
り
組
ん
で
い
く
よ
う
強
く
要
請
し

た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

今
後
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
等
を
通
じ
て
、
撤
退
に
伴
う
県
内
企
業
等
へ
の
影
響

を
早
期
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
発
電
事
業
者
の
速
や
か
な
再
公
募
に
向
け
て
、
漁

業
者
や
地
域
住
民
の
意
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
国
と
の
調
整
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

次
に
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
よ
る
被
害
防
止
対
策
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

五
月
以
降
、
市
街
地
や
集
落
に
お
け
る
ク
マ
の
目
撃
件
数
が
例
年
を
大
幅
に
上
回

る
ペ
ー
ス
で
増
加
し
て
お
り
、
今
年
の
秋
は
令
和
五
年
度
並
み
の
大
量
出
没
が
危
惧

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

農
作
物
の
食
害
が
多
発
し
て
い
る
ほ
か
、
人
身
被
害
も
相
次
い
で
お
り
、
七
月
に

は
、
北
秋
田
市
内
の
福
祉
施
設
付
近
に
お
い
て
女
性
が
襲
わ
れ
、
そ
の
後
死
亡
す
る

と
い
う
大
変
痛
ま
し
い
事
故
が
発
生
し
て
お
り
ま
す
。
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
御
冥
福

を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
被
害
に
遭
わ
れ
た
皆
様
に
対
し
ま
し
て
、
心

よ
り
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

県
で
は
、
今
月
一
日
か
ら
の
二
か
月
間
を
「
秋
の
ク
マ
事
故
防
止
強
化
期
間
」
と

定
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
屋
外
で
は
鈴
や
ラ
ジ
オ
で
音
を
出
す
な
ど
人
の
存
在
を
強

く
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
、
車
庫
や
物
置
の
扉
を
閉
め
て
お
く
こ
と
、
ク
マ
が
食
べ
る

も
の
を
屋
外
に
放
置
し
な
い
こ
と
な
ど
を
徹
底
す
る
よ
う
、
県
民
へ
の
注
意
喚
起
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
鳥
獣
保
護
管
理
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
今
月
一
日
か
ら
緊
急
銃
猟
制
度

の
運
用
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
国
と
連
携
し
て
現
地
研
修
会
を
開
催
す
る
な
ど
、

緊
急
銃
猟
の
適
正
な
実
施
に
向
け
た
市
町
村
の
体
制
整
備
を
支
援
し
て
ま
い
り
ま
す
。

次
に
、
台
湾
へ
の
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

先
月
十
七
日
か
ら
二
十
一
日
に
か
け
て
、
市
町
村
、
観
光
・
経
済
団
体
、
企
業
の

関
係
者
と
共
に
台
湾
を
訪
問
し
、
県
内
観
光
や
県
産
品
の
Ｐ
Ｒ
を
行
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。

先
般
、
来
年
三
月
ま
で
の
運
航
が
決
定
さ
れ
た
台
湾
チ
ャ
ー
タ
ー
便
に
つ
い
て
は
、

四
月
以
降
も
運
航
を
継
続
す
る
よ
う
現
地
航
空
会
社
に
要
望
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

搭
乗
率
の
維
持
・
向
上
と
県
内
へ
の
経
済
効
果
の
拡
大
に
向
け
て
、
更
な
る
誘
客
を

図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

県
産
品
の
販
路
拡
大
に
つ
い
て
は
、
台
湾
各
地
に
店
舗
を
展
開
す
る
小
売
店
グ

ル
ー
プ
が
り
ん
ご
の
取
扱
い
を
決
定
し
た
ほ
か
、
現
地
の
大
手
輸
入
業
者
と
の
間
で
、



新
た
に
日
本
酒
の
取
引
が
成
立
す
る
な
ど
、
一
定
の
成
果
を
得
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。こ

の
た
び
の
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
は
、
私
に
と
っ
て
、
知
事
就
任
後
、
初
め
て
の
海

外
訪
問
で
あ
り
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
と
輸
出
の
拡
大
に
向
け
た
施
策
の
最
終
タ
ー
ゲ
ッ

ト
で
あ
る
、
一
般
ユ
ー
ザ
ー
の
感
覚
を
肌
で
感
じ
る
絶
好
の
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

今
後
も
、
現
地
の
ニ
ー
ズ
の
的
確
な
把
握
に
努
め
な
が
ら
、
海
外
市
場
の
取
り
込

み
に
向
け
た
戦
略
的
な
施
策
の
展
開
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

次
に
、
次
期
総
合
計
画
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

人
口
減
少
対
策
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
は
、
社
会
減
の
抑
制
に
直
接
寄
与
す

る
地
域
経
済
の
活
性
化
の
み
な
ら
ず
、
健
康
で
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
基
盤
の
構

築
や
、
県
民
一
人
一
人
が
夢
に
向
か
っ
て
存
分
に
活
躍
で
き
る
環
境
づ
く
り
に
つ
な

が
る
政
策
に
つ
い
て
、
連
携
を
密
に
し
な
が
ら
相
乗
効
果
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
で
、

そ
の
成
果
を
人
口
減
少
問
題
の
克
服
に
収
れ
ん
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

こ
う
し
た
考
え
の
も
と
、
目
指
す
べ
き
本
県
の
将
来
像
を
県
民
と
共
有
し
な
が
ら
、

県
民
満
足
度
の
向
上
に
焦
点
を
当
て
た
施
策
の
展
開
を
図
る
た
め
、
新
た
な
県
政
運

営
の
指
針
と
な
る
次
期
総
合
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
県
民

の
意
見
を
幅
広
く
伺
う
よ
う
努
め
て
お
り
ま
す
。

六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、
県
内
八
地
域
に
お
い
て
開
催
し
た
県
民
と
の
意
見
交

換
会
に
お
い
て
は
、
休
日
の
開
催
を
基
本
と
す
る
と
と
も
に
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
、

積
極
的
な
Ｐ
Ｒ
に
努
め
る
な
ど
、
従
前
の
方
式
を
大
き
く
改
め
る
こ
と
で
、
一
般
傍

聴
者
を
含
め
、
三
百
人
を
超
え
る
県
民
に
参
加
い
た
だ
き
、
多
様
な
視
点
か
ら
数
多

く
の
意
見
を
伺
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

ま
た
、
計
画
策
定
に
関
す
る
県
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
や
公
式
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

の
開
設
、
大
学
生
等
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
な
ど
、
若
者
を
中
心
に
、
幅

広
い
世
代
の
意
見
を
把
握
す
る
た
め
の
新
た
な
取
組
も
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。

今
議
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
計
画
の
骨
子
案
に
つ
い
て
御
議
論
い
た
だ
き
た
い
と

考
え
て
お
り
、
今
後
も
、
県
議
会
や
県
民
の
意
見
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
今
年
度
中
の

成
案
に
向
け
て
策
定
作
業
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

次
に
、
提
出
議
案
の
主
な
も
の
に
つ
い
て
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

は
じ
め
に
、
補
正
予
算
案
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

今
回
の
補
正
予
算
案
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
施
策
の
推
進
の
ほ
か
、
人
口

減
少
対
策
等
の
重
点
的
に
取
り
組
む
施
策
、
渇
水
に
対
す
る
応
急
対
策
な
ど
に
つ
い

て
計
上
し
て
お
り
ま
す
。

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
施
策
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
七
月
に
専
門
部
署
を
設
置

し
て
以
降
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
か
ら
は
、
新
た
な
施
策
の
立
案
は
も
と
よ
り
、
既
存
施

策
に
つ
い
て
も
、
ニ
ー
ズ
の
把
握
や
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
設
定
、
事
業
手
法
等
に
つ
い
て

様
々
な
視
点
か
ら
御
助
言
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

今
後
は
、
こ
う
し
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
手
法
の
更
な
る
活
用
と
組
織
全
体
へ
の
着

実
な
浸
透
を
図
る
こ
と
で
、
一
層
効
果
的
な
施
策
の
立
案
等
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
考
え
の
も
と
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
推
進
体
制
を
更
に
強
化
す
る
た

め
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
訴
求
す
る
効
果
的
な
情
報
発
信
に
向
け
て
、
新
た
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
専
門
と
す
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
招
聘
す
る
と
と
も
に
、
人
流

デ
ー
タ
や
検
索
情
報
に
基
づ
く
詳
細
な
調
査
・
分
析
が
可
能
と
な
る
ツ
ー
ル
を
導
入

し
、
施
策
・
事
業
の
解
像
度
と
精
度
を
高
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
各
種
施
策
を
推
進
し
て
い
く
上
で
鍵
と
な
る
情
報
を
、
多
様
な
媒
体
を
通

じ
て
幅
広
く
発
信
す
る
機
会
を
獲
得
し
、
本
県
の
認
知
度
向
上
と
新
た
な
タ
ー
ゲ
ッ

ト
の
掘
り
起
こ
し
に
つ
な
げ
て
ま
い
り
ま
す
。

次
に
、
重
点
的
に
取
り
組
む
施
策
で
あ
り
ま
す
。

人
口
減
少
対
策
に
つ
い
て
は
、
大
学
生
等
の
県
内
就
職
促
進
に
向
け
、
帰
省
時
期

に
合
わ
せ
て
秋
田
新
幹
線
の
一
部
の
車
両
を
貸
し
切
っ
た
就
活
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す

る
ほ
か
、
交
通
費
相
当
額
の
一
部
を
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
ポ
イ
ン
ト
の
付
与
に
よ
り
支

援
し
、
県
内
で
開
催
さ
れ
る
企
業
説
明
会
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
へ
の
学
生
の
参

加
拡
大
に
つ
な
げ
て
ま
い
り
ま
す
。



ま
た
、
本
県
へ
の
移
住
に
つ
い
て
関
心
の
あ
る
潜
在
層
の
意
識
を
把
握
す
る
た
め
、

本
県
出
身
で
首
都
圏
に
在
住
す
る
子
育
て
世
帯
等
を
対
象
と
し
た
ウ
ェ
ブ
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
実
施
し
、
七
月
か
ら
開
始
し
て
い
る
首
都
圏
交
流
会
を
通
じ
た
ニ
ー
ズ
の

把
握
と
合
わ
せ
て
実
効
性
の
高
い
移
住
施
策
の
企
画
立
案
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

観
光
誘
客
の
促
進
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
拡
大
に
向
け
て
、
今
後
増
加

が
期
待
で
き
る
台
湾
や
香
港
、
中
国
な
ど
か
ら
の
個
人
旅
行
者
の
動
向
や
ニ
ー
ズ
等

に
つ
い
て
詳
細
な
調
査
・
分
析
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
効
果
的
な
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
な
げ
る
な
ど
、
施
策
効
果
の
最
大
化
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
取
り
込
み
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
外
国
語
版

観
光
情
報
サ
イ
ト
に
つ
い
て
、
現
状
を
踏
ま
え
た
課
題
を
専
門
的
な
見
地
か
ら
分
析

し
、
改
修
に
向
け
た
設
計
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
使
い
や
す
く
充
実
し
た
内
容
に
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
ま
い
り
ま
す
。

渇
水
に
伴
う
応
急
対
策
に
つ
い
て
は
、
今
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
の
記
録
的

な
少
雨
に
よ
り
、
河
川
の
流
量
や
ダ
ム
・
農
業
用
た
め
池
の
貯
水
量
が
低
下
し
た
こ

と
か
ら
、
農
作
物
へ
の
影
響
を
回
避
す
る
た
め
に
土
地
改
良
区
や
水
利
組
合
、
農
業

者
が
行
っ
た
農
業
用
水
の
確
保
に
要
し
た
経
費
を
助
成
し
て
ま
い
り
ま
す
。

一
般
会
計
補
正
額
は
、
九
億
五
千
六
百
八
十
六
万
円
で
あ
り
、
補
正
後
の
総
額
は
、

六
千
二
億
五
千
三
百
三
十
四
万
円
と
な
り
ま
す
。

次
に
、
単
行
議
案
の
主
な
も
の
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

「
秋
田
県
土
地
利
用
審
査
会
の
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
」
は
、
委
員
の
任
期
満
了

に
伴
う
後
任
の
任
命
に
つ
い
て
、
議
会
の
同
意
を
お
願
い
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

「
秋
田
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
」
は
、
秋

田
県
南
部
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
の
移
転
に
伴
い
、
同
セ
ン
タ
ー
の
位
置
に
関
す

る
規
定
を
改
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
提
出
議
案
の
概
要
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
御
審
議
の
上
、

御
可
決
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

次
に
、
日
程
第
四
、
予
算
特
別
委
員
会
へ
の
議
案
付
託

の
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
し
ま
す
。
議
案
第
百
六
十
七
号
か
ら
議
案
第
百
六
十
九
号
ま
で
の
議
案
三

件
は
、
予
算
特
別
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
議
案
第
百
六
十
七
号
、

議
案
第
百
六
十
八
号
及
び
議
案
第
百
六
十
九
号
は
、
予
算
特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ

ま
し
た
。

次
に
、
日
程
第
五
、
議
員
派
遣
の
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

お
手
元
の
議
長
報
告
の
と
お
り
、
議
員
派
遣
に
関
す
る
依
頼
が
あ
り
ま
す
。

起
立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。
本
件
は
、
依
頼
の
と
お
り
派
遣
す
る
こ
と
に
賛

成
の
方
、
御
起
立
願
い
ま
す
。

【
賛
成
者
起
立
】

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

起
立
者
全
員
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
、
依
頼

の
と
お
り
派
遣
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
で
、
本
日
の
日
程
は
、
全
部
終
了
し
ま
し
た
。

本
日
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
前
十
時
二
十
分
散
会




